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第４次広島県食育推進計画骨子案における農林水産業施策の取組の方向性について 

 

１ 要旨 

「第４次広島県食育推進計画」骨子案の作成にあたり、農林水産分野においても、現行

計画（第３次広島県食育推進計画）を振り返り、現状や課題を明らかにする中で、取組の

方向性を明らかにし、次のとおり、骨子案に位置づけたので、報告する。 

 

２ 現行計画（第３次広島県食育推進計画）の振り返り 

（１）これまでの取組 

現行計画では、５つの施策区分のうち、特に「③すべての県民が、食に関する学びと

体験を通じて食を取り巻く環境を考えています」と「④すべての県民が、地域の伝統的な

食文化や地域の特性を生かした食生活を大切にしています」において、県産農林水産物を

安定的に生産・供給する「地産」を基本に、県民が食の豊かさを享受する「地消」の取

組に加え、生産者と多様な主体が連携した協働の取組や、相互理解を深め、農林水産業 

  ・農山漁村の価値に共鳴する人を増やす取組を進めてきた。 

（２）現状と課題等 

  ア 現状 

   ・ 地産地消についての関心は高まっているが、県産農水産物を意識して購入してい

る者の割合は、30歳代以下で 71.9％、40歳代以上では 88.1％で、若い世代の意識

が比較的低い。(令和２年 11月) 

  イ 課題 

   ・ 農林業体験や食品の製造体験等が、一過性のイベントに留まる傾向にあり、食に

関する学びと実践に結びついていない。 

・ マルシェや農業体験といったイベントや取組は県内各地で様々なものが実施され

ているが、多彩な情報の発信が十分にできていない。 

  ウ 対応方針 

   ・ 農林水産体験の推進、生産者と消費者との交流、地産地消の促進等を通じて、食

の循環に係る取組を意識した食育を推進する必要がある。 

   ・ 伝統的な食文化の継承は、日本の豊かな食生活を将来にわたって支える上で重要

であることから、次の３点に重点的に取り組む。 

①県内農林水産物に関する情報発信と利活用の推進（地産地消） 

②農林漁業体験活動の充実 

③食品ロスの削減に向けた取組の促進 

 

３ 次期計画における農林水産業施策の取組の方向性について 

生産者・里山里海が積極的な情報発信等により「知ってもらう」、「作る・届ける」取組

を行い、消費者・都市住民が「知る」、「買う・使う」という関係性を強めるとともに、相

互が「つながる」交流や協働の取組によって力強い地産地消の好循環を生み出していくこ

ととし、こうした取組を 30歳代以下の若い世代を念頭に取り組む。 

令和５年 10月 19日 
課 名 農林水産局販売・連携推進課 
担当者 課長 伊藤 
内 線 ３５８１ 
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第４次広島県食育推進計画 骨子案 

 

１ 趣旨・背景等 

（１）趣旨 

   本県の食育推進に関する基本計画である「第３次広島県食育推進計画」（平成 30 年度～令和５年度）

が終期を迎えることから、次期計画「第４次広島県食育推進計画」を策定する。 

 

（２） 現状・背景等 

本県では、広島県食育基本条例に基づき、平成 20（2008）年 3 月に広島県食育推進計画を策定し、

その後、平成 25（2013）年３月に第２次計画を、平成 30（2018）年３月に第３次計画を策定し、食育

の周知及び実践の推進に取り組んできた。 

国においては、令和３年（2021）年３月に「第４次食育推進基本計画」を策定し、「生涯を通じた心

身の健康を支える食育の推進」、「持続可能な食を支える食育の推進」、「“新たな日常”やデジタル化に

対応した食育の推進」を重点事項として取り組むこととしている。 

こうした状況及び今後予想される社会変化も踏まえ、健全な食生活を実践・継続するため、また、

食育を通じて心豊かな人間性を育てるため、今般次期計画を策定する。 

 

 

２ 計画期間及び位置付け 

（１）計画期間 

令和６（2024）年度～令和 11（2029）年度〔６年間〕 

 

（２）計画の位置づけ 

ア 法的根拠等 

食育基本法（平成 17（2005）年法律第 63 号）第 17 条に基づく県食育推進計画及び広島県食育基

本条例（平成 18（2006）年条例第 56 号）第 11 条の規定に基づく広島県食育推進計画として策定。 

 

  イ 他計画との関係 

    広島県総合計画「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」（令和 2（2020）年 10 月策定）における

施策領域のうち、「健康」領域の目指す姿・施策の方向性を反映する。 

広島県健康増進計画「健康ひろしま２１」、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画、広島県地産地

消促進計画、広島県食品の安全に関する基本方針及び推進プラン等の関連計画と調和を図りながら、

施策を推進する。 

 

 

３ 現行計画（第３次広島県食育推進計画）の振り返り 

（１）重点目標について 

指標 対象 
策定時数値 

（H29） 

現状値 

（R5） 
評価 

目標 

（R5 年度） 

１日の食塩摂取量の減少 成人 10.0g 9.7g ▲ 8ｇ以下 

１日の野菜摂取量の増加 成人 273g 252g × 350ｇ以上 

毎日朝食を食べる県民の割合

の増加 

 

※（ ）内は「毎日食べる」「週

に４～５回食べる」人の割合

（参考値） 

20 歳代 

男性 

61.0％ 

（69.1％） 

61.4％ 

（70.4％） 
▲ 

85%以上 
20 歳代 

女性 

56.8％ 

（80.3％） 

53.5% 

（68.3％） 
× 

30 歳代 

男性 

68.6％ 

（72.7％） 

68.0% 

（81.0％） 
× 

【凡例】 ○：目標達成 ×：悪化 ▲：目標未達だが改善傾向 
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① １日の食塩摂取量の減少 

本県成人の食塩摂取量は全国平均より低く、減少傾向にある。減塩の必要性についての周知や栄養成分 

表示の活用普及等による啓発を実施してきた。 

20 年間で約３ｇ減少しているが、目標である 1日８ｇ以下は達成できていない。 

 

② １日の野菜摂取量の増加 

野菜摂取量については、調理の手間がかかるため、面倒に感じるなど等により、目標値の１日 350ｇ 

以上に 100ｇ不足している。また直近３年間で最も低い値であった。 

 

③ 毎日朝食を食べる県民の割合の増加 

  コロナ禍にあって、家庭で食事を摂る機会が増加し、全体では８割を超えているが、20 歳代の女性で 

悪化している。要因として、単身生活の開始に伴う生活習慣の乱れ、若い女性の痩身志向があると考える。 

 

（２）成果目標の達成状況 

施策区分 

 

総数 
目標 

達成 

改善 

傾向 

目標 

未達 

評価 

不能 
摘要 

重点目標 

1 日の食塩摂取量の減少 

1 日の野菜摂取量の増加 

毎日朝食を食べる県民の割合 

５ ０ ２ ３ － 

・食塩摂取量は 20 年で約 3ｇ減少 

・野菜摂取量は目標に約 100ｇ不足 

・朝食欠食率は 20 歳代女性で高い。 

すべての県民が、健康寿命の延伸に

つながる食について考え、実践して

います。 

１０ １ １ ６ ２ 

・20 歳代女性のやせが増加 

・ＢＭＩ20 以下の高齢者の割合は 

増加が抑制された。 

子供や若者たちが様々な生活状況

においても、健やかな食生活を送っ

ています。 

３ ２ ０ １ － 

・共食の割合の増加は目標達成 

・栄養バランスに関心を持つ子供の

割合は増えているが、肥満傾向の

子供は増加 

すべての県民が、食に関する学びと

体験を通じて食を取り巻く環境を

考えています。 
３ １ ２ ０ － 

・農林漁業体験のある者の割合は、

20 歳代で約 4 割、30 歳代で約 3割

と他の年代に比べ高い。 

・地産地消に関心を持つ者の割合は

目標を達成したが、40 歳以上に 

比べ 30 歳代以下の関心度が低い。 

すべての県民が、地域の伝統的な食

文化や地域の特性を生かした食生

活を大切にしています。 

県民一人ひとりの食育の実践につ

ながる社会環境が整っています。 
３ １ １ １ － 

・食育計画は県内全市町で策定済 

・食育の推進に係るボランティア数

は減少 

合 計 ２４ ５ ６ １１ ２  
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（３）各施策区分における現状と課題等 

① すべての県民が、健康寿命の延伸につながる食について考え、実践しています。 

現状 

○重点目標である①１日の食塩摂取量の減少、②１日の野菜摂取量の増加、③毎日朝食を食

べる県民の割合の増加について、情報提供や啓発活動等を中心に事業実施してきたが、バラ

ンスのとれた食生活を実践している人の割合は 54.8％（R5）と前回調査から減少している。 

○特に 20 歳代の女性においては、朝食をほとんど食べないと回答した者の割合が 27.6%と

高いほか、４人に１人がＢＭＩ18.5 未満の「やせ」の状態にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

○栄養バランスや自らの健康に関する知識の獲得は一定量進んだと考えるが、食を選択する

力（食品を選ぶ、食材を組み合わせる等）の獲得、調理技術の獲得ができていない。 

○若い世代において、食生活を含む望ましい生活習慣が十分定着していない。 

対応 

方針 

○栄養バランスや自らの健康に関する知識の習得（獲得）を、実践に結びつけるため、 

① 若い時期からの望ましい食習慣の定着のための実践力を高める取組 

② ライフステージに応じた食育の推進（特に妊婦・乳幼児、高齢者） 

③ 若い女性に対して、「やせ」状態が後の身体に及ぼす影響の理解の促進と具体的な対策

の周知等に取り組む。 

② 子供や若者たちが様々な生活状況においても、健やかな食生活を送っています。 

現状 

○栄養バランスのとれた食事に関心を持っている子供の割合は増加しており、義務教育課程

における食育指導の成果が表れてきている。一方で、肥満傾向のある子供の割合は増加して

いる。 

○朝食または夕食を家族と一緒に食べる共食の回数については、コロナ禍により家庭で食事

を摂る機会の増加により、１週間あたり 12.4 回で、目標を達成した。 

課題 

○義務教育課程において学習する食育が、知識の獲得に留まっており、実際の行動につなが

っていない。 

○世帯構造や社会環境の変化、生活スタイルの多様化に伴い、単独世帯やひとり親世帯が増

え、また高齢者の孤食や貧困の状況にある子供に対する支援が重要な課題になるなど、個人

や家庭だけでは健全な食生活を実践するのが難しい状況にある。 

対応 

方針 

○世帯構造や生活スタイルの多様化などによる、単身世帯やひとり親世帯、生活が困難な状

況にある子ども等の、健全な食生活の実践を支援し、食を「知る」「選ぶ」「作る」力を身に

付けるため、 

① 子供や若い世代に対する食育の推進 

② 食を楽しむ環境づくりの推進（共食等） 

③ 困難な家庭状況の子供に対する健全な食生活の推進 

に取り組む。 

20 年で約３ｇの減

20 歳代女性の４人に 

１人が習慣的に朝食を

欠食 
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③ すべての県民が、食に関する学びと体験を通じて食を取り巻く環境を考えています。 

④ すべての県民が、地域の伝統的な食文化や地域の特性を生かした食生活を大切にしています。 

現状 

○食育に関心を持つ人の割合は増加している。また、農林漁業体験の経験がある人の割合は

20 歳代では 40.2%、30 歳代では 31.6%と高い。 

○地産地消についての関心は高まっているが、県産農水産物を意識して購入している者の割

合は、30歳代以下で71.9％、40歳代以上では88.1%で、若い世代の意識が比較的低い（R2.11）。 

○食文化を受け継いでいると回答した者の割合は約 65％で減少傾向にある（R5.3）。 

課題 

○農林漁業体験や食品の製造体験等が、一過性のイベントに留まる傾向にあり、食に関する

学びと実践に結びついていない。 

○マルシェや農業体験といったイベントや取組は県内各地で様々なものが実施されている

が、多彩な情報の発信が十分できていない。 

○地産地消について、消費行動である「地消」には調理技術等が必要であるが、若い世代に

おいては調理技術の獲得ができていない。 

○食生活の欧米化、外部化※等の変化により、伝統的な食文化の継承や発展を家庭や地域の

みで担う事は難しくなっている。 

 
※「食の外部化」とは、本来、家の中で行われていた調理や食事を家の外部に依存することを表す。 

食品産業においてもこのような消費傾向に合わせて、調理食品や総菜、弁当などの「中食（なかしょく）」

を提供するようになってきており、このような動向を総称して「食の外部化」という。 

対応 

方針 

○農林水産体験の推進、生産者と消費者との交流、地産地消の促進等を通じて、食の循環に

係る取組を意識した食育を推進する必要がある。 

○伝統的な食文化の継承は、日本の豊かな食生活を将来にわたって支える上で重要である。

○ついては、 

① 県内農林水産物に関する情報発信と利活用の推進（地産地消） 

② 農林漁業体験活動の充実 

③ 食品ロスの削減に向けた取組の促進 

④ 食の安全・安心に関する正しい知識の習得と取組の支援 等 

に取り組む。 

⑤  県民一人ひとりの食育の実践につながる社会環境が整っています。 

現状 

○県民の健康づくりを応援する店として「健康生活応援店」を認証し、県民にホームページ
等で紹介してきたが、コロナ禍で飲食店等が休業や廃業に追い込まれるなど、認証数は伸び
ていない。 
○食育ボランティア数については、定年延長や女性の社会進出等による担い手不足、世代交
代が進まない等の理由により、減少している。 
○レシピ動画の普及などによって、デジタル技術を活用した食育に関する様々な情報を入手
しやすい環境が整いつつある。 
○栄養成分表示の認知について、「知っており、購入時に参考にしている」者の割合は 37.2％
である。 

課題 

○健康生活応援店については、認知度や活用度が低下してきている。またボランティアによ

る食育活動も、担い手の減少により規模が縮小しており、健康づくりのための食育は、個人

の意識改革や行動変容だけでは実践が困難となっていることから、ＩＣＴの活用や減塩製品

の開発と提供など新たな取組が必要である。 

○減塩製品や野菜を多く使用した総菜・メニュー等の提供など、望ましい食生活を意識しな

くても実践できるような食物へのアクセス整備が必要であるが、現状では不足している。 

○食に関する知識の獲得、調理技術の習得を進めていくためには、デジタル技術のより一層

の活用が求められている。 

対応 

方針 

○食育の推進体制の整備、デジタルツールの活用推進（食事管理、情報提供等）、産官学に

よる健康的で持続可能な食環境づくりの取組（戦略的イニシアチブ）を推進し、個人の行動

変容を後押しし、誰もが自然に健康になれる環境整備に取り組む。 
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４ 考慮すべき社会情勢等 

 ○ 人口構造の変化、少子高齢化、単身世帯の増加が一層進展する。また、価値観の多様化により、ライ

フスタイルや社会の多様化が進んでいくことが想定される。 

 ○ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、働き方や健康に対する意識・行動に変化が生じている。 

 ○ あらゆる分野でＩＣＴの活用が進み、健康アプリを活用した食事管理の一層の展開が期待される。 

 ○ 環境への負荷軽減、食品ロスの削減、地産地消、食文化の継承など、持続可能な食育への関心が高

まっている。 

 

５ 次期計画において重点的に取り組むべき事項 

現行計画の振り返り、社会情勢の変化を踏まえ、健康ひろしま２１、歯と口腔の健康づくり推進計画

等と連携を図り、次期計画においては、これまでの取組を継続しながら、次の事項について重点的に取

り組む。 

なお、「食」は、健康と関連が深いことから、全世代に対して食に関する知識を身に着け、行動変容・

習慣化につながる取組を進めるとともに、食について「楽しむ」、「大切にする」、「感動する」心を育む取

組を進める。 

 

（１） 全世代対象の施策 

① 望ましい食習慣の定着の推進（対象：20～64 歳） 

「様々な体験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する

ことができる人間を育てること。」という食育の基本理念に立ち返り、知識を実践に結び付ける取組を

実施する。 

取組にあたっては、ライフステージに応じた食育の推進を関係者との協働により実施する。 

 

② 職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進（対象：18 歳～64 歳） 

従業員の健康管理に資する健康経営の視点を踏まえ、社員食堂における栄養成分表示、うす味や野菜

の摂取に配慮したメニューの提供のほか、健康づくりに関する情報提供がなされる取組を促進する。 

 

③ 高齢者の低栄養の予防（対象：65 歳以上の高齢者） 

高齢者のフレイル（低栄養）予防を一層推進するため、通いの場等を活用した栄養指導や口腔ケアの 

 取組を推進する。また、指導にあたる人材の確保等、市町における課題を共有・整理する。 

 

④ 子供や若い世代に対する食育の推進（対象：義務教育世代～20～40 歳代） 

地域や家庭における共食の機会の確保に努めるとともに、食に関する意識を高め、実践に結びつける 

 よう、家庭でも簡単に取り組める減塩や野菜摂取の提案など、より実践的な取組を実施する。 

  特に、若い女性のやせについては将来の疾病リスクの増加につながる可能性が高いことから、学校、

職域や地域等と連携し、エビデンスに基づく正しい知識の発信と実践事業に取り組む。 

 

⑤ 健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブの推進 

食塩の過剰摂取、若年女性のやせ、経済格差に伴う栄養格差※等を社会全体の課題として捉え、産官 

 学の連携・協働により、誰もが自然に健康になれる食環境づくりに向けた検討を開始する。 

 ※ 平成 30 年国民健康・栄養調査結果によると、食品を選択する際に「栄養価」を重視すると回答した者の割合は、 

世帯の所得が 600 万円以上の世帯員に比較して、男女ともに 200 万円未満の世帯員で有意に低かった。 

 

 

 

 

【健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブとは】 

食塩の過剰摂取、若年女性のやせ、経済格差に伴う栄養格差※等を社会全体の課題として捉え、産官学の連携・協働

により誰もが自然に健康になれる食環境を展開するための取組（イニシアチブ）。 

具体的には、健康的で持続可能な食環境づくりを推進する産官学の参画による組織体を設置し、地域の健康課題を共

有し、解決に向けた検討と活動を行う。 
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（２） 女性を対象とした施策 

女性の健康寿命が全国と比較して低位であること、健康づくりに関する各種指標等で女性が男性と

比べて悪化している項目が多いことなどから、次の事項に取り組む。 

 

① 望ましい食習慣の定着の推進（対象：20～64 歳女性） 

若い世代の女性においては、過度なやせ志向が見られる時期である。働き盛り世代の女性では、 

仕事が多忙となるなど、外食や中食の利用が増える時期でもある。 

これらの女性に対して、食生活と健康の関係を理解し、適正体重の維持、食品表示を活用した食 

品の選択などの自己管理を支援する取組を行う。    

 

② ライフステージに応じた食育の推進（対象：妊婦・高齢者） 

 妊娠前、妊娠中、授乳中を通じて必要以上の食事制限をせず、適正体重を維持し、栄養バランス 

に配慮した食生活について、知識を実践に結び付ける取組を実施する。 

高齢期の女性においては、骨粗鬆症のリスクが高まるため、生活習慣病予防の食事から低栄養 

予防の食事へと切り替えるための指導を行う。 

また、家族以外の友人やコミュニティとの食を通じた交流を促進し、楽しい食生活の実践を図 

   ることが重要である。 

 

６ 次期計画の概要 

（１）基本理念と目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全体目標 

本県の健康分野での総括目標である「健康寿命の延伸」に向けて、県民の食育の実践において特に

重要な次の３項目を、引き続き重点項目として設定する。 

なお、望ましい食習慣の獲得には、「何を」「どれだけ」「いつ」食べるかを意識する必要があるため、 

  「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の者の割合の増加」を、重点項目を補完する 

  目標として位置付ける。 

 

【重点目標】 

 ・１日の食塩摂取量の減少        

   ・１日の野菜摂取量の増加        

   ・毎日朝食を食べる県民の割合の増加   

 

  【重点目標を補完する目標】 

   ・主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の者の割合の増加 

 

目指す姿 

①すべての県民が、食と健康に関する知識を深め、健全な食生活を実践している。 

②子供や若者たちが、様々な生活状況においても、健やかな食生活を送っている。 

③すべての県民が、食に関する学びと体験を通して、食を取り巻く環境を考えている。 

④すべての県民が、地域の伝統的な食文化や地域の特性を活かした食生活を大切にしている。 

⑤県民一人ひとりの食育の実践につながる社会環境が整っている。 

【基本理念】 

あらゆるライフステージにおける多様な暮らしの中で、食に関する知識を身につけ、判断力を養い、
適切な食生活を実践することにより、いつまでも心身ともに健やかな生活を送ることができる広島県
を実現します。 
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（３）施策体系（取組の方向性など） 

目指す姿 取組の方向性（案） 

１健康寿命につながる健全な食生

活の獲得、実践 

●望ましい食習慣をはじめとする適切な生活習慣の定着の推進 

●ライフステージに応じた食育の推進（特に妊婦・乳幼児、高齢者） 

○職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進 

○生涯を通じた歯と口腔の健康づくりの推進 

○高齢者の低栄養の予防 等 

２子供や若者たちの健やかな食生

活の実践 

○子供や若い世代に対する食育の推進 

○食を楽しむ環境づくりの推進（共食等） 

○困難な家庭状況の子供に対する健全な食生活の推進 等 

３食に関する学びと体験を取り巻

く環境への理解、取組の推進 

○県内農林水産物の利活用の推進（地産地消） 

○農林漁業体験活動の充実 

○食品ロスの削減に向けた取組の促進 

○食の安全・安心に関する正しい知識の習得と取組の支援 等 

４伝統文化や地域の特性を活かし

た食生活への理解促進 

○食文化の情報収集・普及啓発 

○学校給食や保育所給食等における郷土料理等の導入 等 

５県民一人ひとりの食育の実践に

つながる社会環境の整備 

○食育の推進体制の整備 

○デジタルツールを活用した食育の推進（食事管理、情報提供等） 

○「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」

の推進 等 

                               ●：女性を重点として実施する施策 
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【参考】成果目標の進捗状況（主な指標を抜粋） 

施策区分 主な指標 
基準値 

（年度） 
実績 

（年度） 
R5 

目標値 
達成 

見込 

① すべての県民が、

健康寿命の延伸に

つながる食につい

て考え、実践して

います。 

適正体重を維

持している人

の割合の増加 

20～60 歳代男性の

肥満者 

32.2% 

（H29） 

28.5% 

（R5） 
26%以下 ▲ 

40～60 歳代女性の

肥満者 

14.3% 

（H29） 

18.0%

（R5） 
11%以下 × 

20 歳代女性のやせ

の者 

10.9%

（H29） 

25.2%

（R5） 
8%以下 × 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食

事が１日２回以上の日がほぼ毎日

の人の割合の増加 

60％

（H29） 

54.8％

（R5） 
80％ × 

低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）の高齢

者（65 歳以上）の割合の増加の抑制 

20.3%

（H29） 

16.3% 

（R 元） 
22％ ○ 

② 子供や若者たちが

様々な生活状況に

おいても、健やか

な食生活を送って

います。 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べ

る「共食」の割合の増加 

8.9 回

（H29） 

12.4 回

（R5） 

  11 回 

  以上 
○ 

肥満傾向にある子供の割合の減少 
7.2%

（H29） 

12.4%

（R3） 

7.0％ 

（R6 年度） 
× 

栄養バランスのとれた食事に関心

をもっている子供の割合の増加 

93.8%

（H29） 

96.2%

（R3） 

 現状値 

 以上 
○ 

③ すべての県民が、

食に関する学びと

体験を通じて食を

取り巻く環境を考

えています。 

④ すべての県民が、

地域の伝統的な食

文化や地域の特性

を生かした食生活

を大切にしていま

す。 

食育に関心を持っている人の割合

の増加 

64.3%

（H29） 

69.6%

（R5） 
90%以上 ▲ 

農林漁業体験を経験した人の割合

の増加 

22.7%

（H29） 

23.3%

（R5） 
30%以上 ▲ 

県産農産物を意識して購入してい

る人の割合の増加 

53.4%

（H29） 

89.4%

（R3） 
70%以上 ○ 

⑤ 県民一人ひとりの

食育の実践につな

がる社会環境が整

っています。 

健康生活応援店（食生活応援店）

の認証数の増加 

515 店舗

（H29） 

706 店舗

（R5） 
800 店舗 ▲ 

食育の推進に

関わるボラン

ティア数の増

加 

食生活改善推進員 
1,724 人

（H29） 

1,222 人

（R4） 
合計

3,800 人

以上 

× 

食生活改善推進員

以外 

1,713 人

（H29） 

1,344 人

（R4） 
× 

食育推進計画に基づき食育を推進

している市町の割合 

100％

（H29） 

100％

（R5） 
100％ ○ 

 【凡例】 ○：目標達成 ×：目標未達 ▲：目標未達だが改善傾向 
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